
技術上の適合性

→対象工事とならない理由
（欄外：対象番号を記入）

公共事業とし
ての必要性

地域づくり等と
の整合性

地域要望等との
整合性

関係法令、構
造基準等との
適合性

早期対応の必
要性

他の管理者等と
の調整の難易

1
交通
安全
施設

信号機
（文字板設置）

八幡市橋本奥ノ町
京都守口線奥ノ町
交差点

石清水八幡宮の参拝から帰路につく
車両が、感知式信号であることに気
付かずセンサー下で止まらないこと
があり渋滞するため、「感知中」を
標示する文字板の設置を要望

無 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 実施する 実施する
八幡署管内

(受付番号319)

2
交通
安全
施設

信号機
(視覚障害者用付加
装置設置）

八幡市八幡五反田
長尾八幡線男山中
学校前交差点

付近に郵便局や病院、福祉
施設があるが、視覚障害者
が横断する際に危険である
ため、視覚障害者用付加装
置の設置を要望

無 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 実施する 実施する
八幡署管内

(受付番号321)

3
交通
安全
施設

信号機
(視覚障害者用付加
装置設置）

八幡市八幡東浦
八幡木津線東双栗
交差点

福祉協議会に繋がる施設
があるが、視覚障害者が
横断する際に、危険であ
るため、視覚障害者用付
加装置の設置を要望

無 ○ ○ ○ ○ × ○ ○ 実施しない 実施しない
八幡署管内

(受付番号322)

4
交通
安全
施設

信号機
（視角制限灯器設
置）

綴喜郡宇治田原町
大字岩山小字畠田
国道３０７号岩山
交差点

国道と町道との交差点間が近く、国
道に向けて走行してくる車両が町道
の交差点を見過ごし、町道の交差点
での事故の危険がある。府道の信号
機に視角制限灯器の設置を要望

無 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 実施する 実施する
田辺署管内

(受付番号255)

5
交通安
全施設

横断歩道
京都府城陽市寺田
丁子口地内

横断歩道の設置要望 無 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 実施する 実施する
城陽署管内

(受付番号61）

6
交通安
全施設

一時停止
京都府京田辺市大住
責谷地内

一時停止規制の要望 無 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 実施する 実施する
田辺署管内

(受付番号115)

7
交通安
全施設

横断歩道
京都府宇治市宇治蓮
華地内

横断歩道の設置要望 無 × × ○ × × × 実施しない 実施しない
宇治署管内

(受付番号155)

8
交通安
全施設

横断歩道
京都府城陽市市辺上
芦屋地内

横断歩道の設置要望 無 ⑤ 道路整備が計画されている 実施しない 実施しない
城陽署管内

(受付番号203)

◆【第１段階チェック：対象とならない工事】
①国や市町村が管理する施設に関する工事
②利便性向上や環境整備に関する工事
③特定の個人や団体等の利益に限られる工事
④道路バイパス工事や河川整備工事など相当の事業期間を要する大規模な工事、建物の新築・大規模な改築工事

☆《他事業での実施》
⑤他の事業で既に着手している又は計画区間等に含まれている工事

◆【第２段階チェック：技術審査】
６項目について○、×の評価を記入

種別 対象名 称 所在地

公共事業としての必要性、地域づくりとの整合性 技術審査
結果

府民公募型整備事業（府民提案型）技術審査一覧【山城北地域】

事業委員会
意見等

備考
用地買収
の有無

整理
番号

工事の仕分け等（第１段階チェック）

提案概要

提案施設 技術審査（第２段階チェック）結果

速効性
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9
交通安
全施設

横断歩道
京都府綴喜郡宇治田
原町大字南地内

横断歩道の設置要望 無 × × × × × × 実施しない 実施しない
田辺署管内

(受付番号343)

10
交通安
全施設

一方通行
京都府綴喜郡宇治田
原町大字岩山地内

一方通行規制の要望 無 × × × × × × 実施しない 実施しない
田辺署管内

(受付番号345)

11
交通安
全施設

道路標識
京都府京田辺市薪
長尾谷地内

道路標識の移設要望 無 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 実施する 実施する
田辺署管内

(受付番号68)

12
交通安
全施設

道路標示
京都府久世郡久御
山町地内

横断歩道等の補修要望 無 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 実施する 実施する
宇治署管内

（受付番号256）

◆【第１段階チェック：対象とならない工事】
①国や市町村が管理する施設に関する工事
②利便性向上や環境整備に関する工事
③特定の個人や団体等の利益に限られる工事
④道路バイパス工事や河川整備工事など相当の事業期間を要する大規模な工事、建物の新築・大規模な改築工事
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⑤他の事業で既に着手している又は計画区間等に含まれている工事
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６項目について○、×の評価を記入
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